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新型コロナウイルス感染症に関連した人権への配慮について 

 

 

新型コロナウイルス感染症について、誤った情報による感染者、医療従事者、

外国人の方等に対する差別やいじめ等が報道されています。不確かな情報に惑

わされ、人権侵害につながることのないよう、国や地方公共団体などの公的機関

が発信する正しい情報を入手し、地域・家庭においても正しい理解と認識を得る

ように努めて冷静に行動するよう、教職員を始め、学生・生徒・児童・園児への

啓蒙をお願いいたします。 

感染拡大の対策等でご多忙な折とは存じますが、普通授業開始にあたり人権

についての注意喚起等にお努めください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



不当な差別やいじめ等の相談窓口 

新型コロナウイルス感染症に関連して人権侵害を受けた場合は、下記の相談窓口で相談を

受け付けています。 

 

まずは、各施設相談員へご相談ください。 

 

○新型コロナウイルス感染症による差別やハラスメントなど、様々な人権問題についての

相談窓口 

 

法務省 みんなの人権 110番 

     ・専用ナビダイヤル：0570-003-110 

     ・受付時間：平日 午前 8時 30分～午後 5時 15分 

 

奈良県 人権施策課 

     ・電話番号：0742-27-8726 

     ・受付時間：平日 午前 8時 30分～午後 5時 15分 

 

天理市 人権センター 

     ・電話番号：0743-65-0130 

     ・受付時間：平日 午前 8時 30分～午後 5時 15分 

 

 

○いじめ、虐待など、子供の人権問題に関する専用相談窓口（新型コロナウイルス感染症

に関連した子供のいじめ等） 

 

法務省 子供の人権 110 番 

     ・電話番号：0120-007-110 

     ・受付時間：平日 午前 8時 30分～午後 5時 15分 

 

奈良県 中央こども家庭相談センター 

     ・電話番号：0742-26-3788 

     ・受付時間：平日 午前 9時～午後 5時 

 

天理市 児童家庭支援センターてんり 

     ・電話番号：0743-63-8162 

     ・受付時間：平日 午前 9時～午後 6時 

 

学校法人天理大学 人権教育推進事務室 

   電話番号：0743-63-8421      

    E-mail  ：jinsui@tenri-u.ac.jp  
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